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平成 30 年度国土交通省大臣官房官庁営繕部コンプライアンス報告書 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部コンプライアンス推進本部決定） 

 

令和元年７月３１日 

                                           

１．はじめに 

官庁営繕部（本省）では、従前から発注者綱紀保持に努めてきたが、高知県

内における入札談合事案を契機にコンプライアンス推進本部及びコンプライ

アンス・アドバイザリー委員会を設置し、コンプライアンス推進のための取組

を行っている。これらの取組を確実に実行するため、年度当初に「平成 30 年

度国土交通省大臣官房官庁営繕部コンプライアンス推進計画」（以下「平成 30

年度推進計画」という。）を策定している。 

本報告書は、平成 30 年度推進計画に基づく取組の実施状況を評価し、取り

まとめたものである。 

 

２．職員の意識改革 

職員のコンプライアンス意識の向上に研修は非常に有効な手段であること

から、研修活動に力を入れているところである。また、コンプライアンスに関

する情報を素材として、職員に対し定期的に発信しているところである。 
 
（１）コンプライアンス意識の向上に向けた研修等の徹底 
【推進計画の記述】 
① 研修等の実施 
 部内職員に対し、コンプライアンスの取組について定期的に周知するとと

もに、外部講師による研修や部内研修を実施し、コンプライアンスへの職員の

意識を高める。 
研修に当たっては、単に規則やルールを憶えることに止まらず、過去の事例

に基づき自ら考えることに主眼を置くこととし、特に新規採用職員及び部外

からの転入職員（以下「新規採用職員等」という。）に対して重点的に実施す

る。また、その成果を部内で広く共有することとする。 
② 若手職員等への支援 

新規採用職員等に対し、業務行動指針（解説版を含む。）及び本推進計画を

配布し、その活用を促す。また、所属長又は上司職員は、新規採用職員等のほ

か若手職員に対し適切な支援・助言等を行い、コンプライアンス意識の向上に

取り組む。 
 
〇 コンプライアンスに関する取組の認知度を高めるとともに、コンプライ

アンス意識の向上、徹底を図るため、定期的な周知の取組として、平成 30
年６月に上司職員等の若手職員に対する支援・助言等について、10 月にセ

ルフスタディ・チェックシートの積極的な活用について、それぞれ部内職員

に対し発信した。また、５月に開催された入札・契約に関する説明会におい

て、発注事務担当者を対象に発注事務における発注者綱紀等の説明やビデ

オ視聴により周知し、コンプライアンス意識の向上を図った。 
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〇 平成 30 年４月に官庁営繕部内の新規採用職員等を対象に、発注者綱紀保

持担当者である管理課営繕企画官を講師として研修を行った。この研修で

は、コンプライアンスの基礎的なことから官庁営繕部の取組、過去の事例の

紹介等を行い、コンプライアンスの重要性について講義を行った。特に、官

庁営繕部の取組として、「発注者綱紀保持マニュアル」及び「セルフスタデ

ィ・チェックシート」に基づき、発注担当者の責務、発注プロセスや適正な

業務のあり方等について講義を行った。（参加対象者 15 名）。 
 
〇 平成 31 年１月に企業倫理、コンプライアンス等組織運営上の諸問題への

対応を専門とする梅津光弘慶應義塾大学商学部准教授を講師としてお招き

し、官庁営繕部職員を対象に、「企業倫理、コンプライアンス、ＣＳＲの現

在：ＣＳＲのメリット」をテーマとして研修を実施した（幹部職員を含む約

70 名が参加）。この研修では、他の組織での事例や講師自らの体験等を通じ、

改めて一人一人がコンプライアンスを意識することの大切さ、国家公務員

としての使命感、責任感を持つことの大切さなどについて講義をしていた

だいた。 
 
〇 新規採用職員等に対して、「職員業務行動指針」（解説版を含む。）及び平

成 30 年度推進計画を配布し、その内容についての理解と活用を促した。 
 
（２）発注者綱紀保持マニュアル及びセルフスタディ・チェックシートの活用 
【推進計画の記述】 
 発注者綱紀保持マニュアル（以下「マニュアル」という。）及びセルフスタ

ディ・チェックシート（以下「チェックシート」という。）については、年度

当初等の適切な時機に周知・活用を図り、入札契約関係業務の自己点検を進め

ることにより、発注事務の的確な実施を確保する。 
 
〇 「発注者綱紀保持マニュアル」及び「セルフスタディ・チェックシート」

の電子データを本省イントラネット官庁営繕部掲示板に掲載し、職員が適

宜活用できるよう環境の整備を図った。また、人事異動の際は、新規採用職

員及び転入職員に対してこれらを活用するよう周知を行った。 
 
〇 平成 30 年４月に官庁営繕部内の新規採用職員等を対象に、発注者綱紀保

持担当者である管理課営繕企画官を講師として研修を行った。この研修で

は、コンプライアンスの基礎的なことから官庁営繕部の取組、過去の事例の

紹介等を行い、コンプライアンスの重要性について講義を行った。特に、官

庁営繕部の取組として、「発注者綱紀保持マニュアル」及び「セルフスタデ

ィ・チェックシート」に基づき、発注担当者の責務、発注プロセスや適正な

業務のあり方等について講義を行った。（参加対象者 15 名）。【再掲】 
 
○ 国土交通省大臣官房官庁営繕部発注者綱紀保持規定第５条第３項の規定

に基づき、情報管理の点検を実施した。 
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（３）不当な働きかけに対する報告の徹底 
【推進計画の記述】 
 職員が、事業者等からの不当な働きかけを受けた場合や、他の職員が不当な

働きかけを受けたことを知った場合において、綱紀保持規程に従い適切な対

応を行うことを徹底する。 
 
〇 平成 30 年度において、不当な働きかけに対する報告を受けた事案はなか

った。 
 

３．入札契約業務等の確実な実施 
 
【推進計画の記述】 
 特に、コンプライアンスが求められる入札契約業務等について、制度の趣旨

に沿って確実に実施するとともに、社会からの要請に応えるべく、必要に応じ

て見直しを行う。 
 
〇 入札契約業務等については、コンプライアンスの取組に影響を及ぼすよ

うな制度の見直しはなく、引き続き、関係法令を遵守し、入札契約制度の趣

旨（公共工事に対する国民の信頼の確保や建設業の健全な発展）に沿って確

実に実施した。 
 

４．情報管理の徹底 

 
（１）情報セキュリティの徹底 
【推進計画の記述】 
 国土交通省情報セキュリティポリシーに基づき、セキュリティ対策を徹底

する。特に、最近大きな脅威である標的型メール攻撃への対策、情報の作成時

等の機密性の格付けを徹底する。 
 
〇 国土交通省全体の取組として、標的型メール攻撃に関する意識啓発のた

めの注意喚起が春の大型連休及び年末年始になされ、情報セキュリティ対

策の重要性について、周知・徹底が図られた。 
 
〇 国土交通省情報セキュリティポリシーに基づき、作成又は入手した情報

については、その内容に応じ、情報の格付を適切に実施した。また、機密性

を要する情報については、パスワードを設定するなど情報セキュリティの

対策を講じた。 
 
（２）入札・契約に関する情報管理の徹底 
【推進計画の記述】 
 予定価格、調査基準価格、総合評価の評価点数、入札参加予定者名等の機密

情報については、発注者綱紀保持マニュアルに基づきその適切な取扱いを徹

底する。 
 



- 4 - 
 

〇 国土交通省大臣官房官庁営繕部発注者綱紀保持規程第５条第３項の規定

に基づき、情報管理の点検を実施した。【再掲】 
 
〇 入札・契約手続運営委員会資料の電子データを保存するフォルダにアク

セス制限をかけたほか、入札・契約関係文書の保管に当たっては、保管場所

を施錠して厳重に管理するなど、発注者綱紀保持マニュアルに基づき機密

情報の取り扱いを徹底した。また、「官庁営繕部入札・契約手続の運用」を

課内会議等で配付し、情報管理の徹底について周知した。 
 
〇 「発注者綱紀保持マニュアル」及び「セルフスタディ・チェックシート」

の電子データを本省イントラネット官庁営繕部掲示板に掲載し、職員が適

宜活用できるよう環境の整備を図った。また、人事異動の際は、新規採用職

員及び転入職員に対して周知を行った。【再掲】 
 
（３）行政文書の管理の徹底 
【推進計画の記述】 
 国土交通省行政文書管理規則等に基づき、入札・契約に関する文書をはじめ

とする行政文書の適正な管理を徹底するとともに、その管理状況について点

検を行う。 
 
〇 「行政文書の管理に関するガイドライン」及び「国土交通省行政文書管理

規則」等の規定に則り、入札・契約に関する文書をはじめとする行政文書に

ついて、作成・取得、分類・整理、保存、移管、廃棄等の文書管理サイクル

を適切に実施しているかについて、文書整理月間において重点的に点検を

行った。 
 
〇 保存期間が満了した入札・契約に関する文書については、内閣府との廃棄

協議が完了していることを確認の上、適切に処分（溶解処分）した。 
 

５．社会から更に信頼される組織づくり 

コンプライアンスの基本要素の一つとして組織づくりは重要であり、官庁

営繕部としても国民から更に信頼される組織となるための取組を進めている

ところである。 

 
（１）適切な広報戦略の推進 
【推進計画の記述】 
 官庁営繕事業の役割や意義に対する国民の理解をより一層深めるため、国

土交通省の戦略である『広報改革「伝える」から「伝わる」』に基づいて広報

のあり方を検討し、戦略的な推進を図る。 
 
〇 大臣官房広報課職員を講師に招き、ＳＮＳでの広報活動による広報力向

上のための研修を平成 31 年２月に実施した（参加者計 14 名）。 
 
〇 ホームページ掲載内容について、技術基準類のページに関して、よりアク
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セスしやすいよう改善するとともに、全体を通してリンク切れの集中点検

を実施し、掲載内容に不備がないよう改善した。また、官庁営繕部の業務・

施策に関して、以下のとおり積極的な広報を実施した。 
 
＜部局トップページのリニューアル＞ 
  ホームページの部局トップページについて、利用者にできるだけ使い

やすく、また、目的の情報ができるだけ簡単に見つけられるよう、目玉と

なるバナーの作成や、アクセス数の多いページ、事業者向けのページをそ

れぞれ見やすい位置に掲載するなどの変更を行った。 
 
＜営繕工事積算＞ 

変更契約の円滑化に資する「入札時積算数量書活用方式」運用マニュア

ルについて、改定された公共建築工事内訳書標準書式との整合を図り、ホ

ームページへの掲載や、入札時積算数量書活用方式の取組について、地方

公共団体等に対し会議等の場を通じて情報提供を行った。また、『営繕積

算方式』をわかりやすく解説した『営繕積算方式』活用マニュアルについ

て、復旧工事の特徴と留意すべき事項、主な対応策を明示するなどの更新

を行い、ホームページに掲載した。 
 
＜木材利用の促進＞ 

「平成29年度公共建築物における木材の利用の促進に向けた措置の実

施状況の取りまとめ」について、報道発表を行うとともにホームページで

公表した。また、公共建築月間の期間中、３号館において木材利用に関す

るパネルを展示したり、子ども霞が関見学デーの開催期間中、見学待機ス

ペースに木材利用に関するパネルを展示することで、官庁施設における

木材利用推進の取組について、積極的に広報展開するとともに、国、地方

公共団体及び民間企業等の職員を対象とした各種の講演や出前講座、研

修において紹介した（講演名等：国土交通大学校研修、全国建設研修セン

ター研修、日本青年会議所木材部会）。 
 
＜防災機能を強化した官庁施設の紹介＞ 

官庁施設の防災機能強化の PR として、大臣官房広報課主催の省内見

学のメニューの一つである３号館免震層の見学を計 12 回実施した（参加

者計 135 名）。 
 
＜雨水の利用の推進＞ 

「雨水の利用の推進に関する基本方針」（平成 27 年３月 10 日国土交通

省告示第 311 号）に基づき、平成 29 年度における国及び独立行政法人等

における雨水の利用のための施設の設置に関する目標の達成状況につい

て取りまとめ、報道発表を行うとともにホームページに掲載した。 
 
＜施工合理化技術の導入促進＞ 

公共建築工事の生産性向上に向けて、施工者から提案され導入された

施工合理化技術の扱いについて明確にし、確実に成績評点に加算される
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ようにするとともに、全国の公共建築工事に普及させるため平成 30 年８

月に「公共建築工事成績評定要領作成指針」を改定し、報道発表を行いホ

ームページに掲載した。 
 
（２）技術力・専門力の獲得・継承 
【推進計画の記述】 
 適正な業務遂行の基盤である技術力・専門力を、組織として、また職員とし

て獲得・継承していくため、自己研鑽の支援、現場見学会の実施、ＯＪＴ、研

修等の改善を引き続き推進する。 
 
〇 適正な業務遂行の基盤である技術力について、組織として獲得・継承して

いくため、以下の取組を行った。 
 
＜資格取得・グッドプラクティスの顕彰＞ 

部録"営繕でグッドプラクティス・分野別の技術力に関する連載を配信・

共有するとともに、資格取得・グッドプラクティス合同顕彰会を平成 30
年 11 月に開催した。 

 
＜職員に対する継承＞ 

・ 全国建設研修センターの積算研修等において、担当職員が講師とな

ることで、自己の説明能力や積算に関する技術力研鑽につながるよう

にした。 
・ 技術や経験の継承を目的として、ベテラン職員と若手職員が参加す

る座談会（「経験知アーカイブ」）を平成 30 年 11 月に開催し、得られ

たアドバイスを取りまとめ、関係職員への情報共有を行った（参加者

計 41 名）。 
・ 官庁営繕部職員が、営繕に関する実務的・専門的な内容、先進的な取

り組み事例等について学習、情報交換、意見交換等する場として、「建

築塾」を平成 30 年８月に、「建築塾・木材塾」を９月、にそれぞれ実

施した（参加者計 38 名）。 
 
（３）ＰＤＣＡサイクルを通じた業務の改善の検討 
【推進計画の記述】 
 国民の視点に立った業務の改善を継続的に進めるため、ＣＳ調査の実施等

を行う。 
 
〇 国民の視点に立った業務の改善を継続的に進めるため、以下の取組を実

施した。 
 
＜営繕技術検討会の開催＞ 
  平成 31 年１月に開催した営繕技術検討会において、各地方整備局等か

ら推薦された事業の成果及び当該事業における営繕の取組に関し、外部

有識者（大学教授）３名を招き、「事業実施プロセスにおける営繕職員の

取組について―事業種別に応じた留意事項―」について意見交換を行い、
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結果を報告書として取りまとめ、今後の営繕事業の参考とするよう各地

方整備局等に情報共有を行った。 
 
＜ＣＳ調査の実施等＞ 

平成 30 年 12 月に実施したＣＳ調査の結果を取りまとめ、各地方整備

局等に情報共有したほか、調査結果を営繕技術検討会や事業評価におい

ても活用した。なお、平成 30 年度は分析に使用する指標の見直しを行っ

た。また、平成 31 年１月に開催した営繕技術検討会では、調査結果も活

用し、営繕事業における取組及び事業の成果の施設整備へのフィードバ

ックについて、外部有識者を交えて意見交換を行った。 
   

＜環境対策の取組＞ 
    官庁営繕環境行動計画に定める環境対策項目に基づき、官庁営繕部に

おける環境対策の取組について推進した。なお、環境対策項目の設定にあ

たっては、前年度の環境対策項目の実施状況を点検し、その結果を踏まえ、

見直しを行った。 
 
（４）公共建築分野における支援 
【推進計画の記述】 
 「官公庁施設整備における発注者のあり方について」（平成 29 年 1 月 20 日

社会資本整備審議会答申）を踏まえ、公共建築工事の発注者に対して、その役

割の理解の促進を図るとともに、適切な業務遂行が効率的になされるように、

技術基準等の整備・活用、研修等による人材育成の促進を図り、また、公共建

築相談窓口の利用を促進するなど、個別の公共建築工事の適切な発注と実施

に資するための環境を整備する。 
 
〇 公共建築に係るこれまで培った官庁営繕部の知見を活用することにより、

公共建築分野の発注者等を支援するため、以下の取組を行った。 
 
＜公共建築相談窓口＞ 

公共建築相談窓口での相談対応を継続して実施している（平成 30 年度

は、全国で延べ 2,292 件の相談に対応）。 
 
＜建築設計業務委託の進め方＞ 

地方公共団体に向けた適切な設計者の選定を行うための解説書「建築

設計業務委託の進め方」並びに発注者支援業務の参考事例及び発注者支

援に対応する法人をまとめた「発注者支援業務事例集」を平成 30 年５月

に公表した。また、発注者支援業務等の業務委託仕様書の業務内容の部分

を中心にまとめた「発注者支援業務等業務委託様式事例集」の作成作業を

行った。 
 
＜働き方改革・生産性向上に資する新たな取組等＞ 

建設業の働き方改革・生産性向上を一層推進するため、「「公共建築工事

の発注者の役割」解説書」を改定し、地方整備局、関係府省庁、地方公共
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団体、業界団体へ周知した。また、 ｢公共建築工事における工期設定の基

本的考え方｣及び「設計変更ガイドライン」の問合せについて、丁寧に紹

介するとともに、国土交通大学校等の研修において、取組みを周知した。

更に、営繕工事の受注者へ提出を求める工事関係図書等のさらなる削減

ができるよう、「営繕工事における工事関係図書等に関する効率化の推進」

について、情報発信した。 
 
＜保全指導＞ 

国の機関の施設保全責任者等が参加する「官庁施設保全連絡会議」を全

国 49 箇所で開催し、1,527 機関（うち地方公共団体の割合は 16％（246
機関））、延べ 2,085 人が参加した。 

 
＜研修・出前講座による人材育成＞ 

国、地方公共団体及び民間企業等の公共建築分野の関係者等を対象と

した各種の講演や出前講座、研修において、官庁営繕における木材利用促

進の取組や環境対策等の理解促進の取組について紹介した（具体例：【研

修】国土交通大学校、全国建設研修センター、埼玉県産連研修センター、

【寄稿】公共建築ニュース、不燃ワールド等）。 
 

６．風通しの良い組織づくり 
 
【推進計画の記述】 
 日頃の業務の中で改善したい点等について意見を募り、とりまとめた上で

部内で共有し、業務改善に活用することとする。 
 
〇 平成 30 年 11 月に官庁営繕部職員を対象としたコンプライアンスに関す

るアンケートを実施した。アンケート結果については、部内で共有するとと

もに、コンプライアンスの取組の改善が必要と思われる項目や課題につい

て整理し、次年度のコンプライアンスの取組に反映することとした。 
 

７．取組に関する全体的な評価 

平成 30 年度推進計画では、外部講師による研修や部内研修、「定期的な周

知」に関する取組を実施し、更なるコンプライアンスの意識の向上を図ること

とした。これらの取組については、一定の成果が出ていると認識しており、令

和元年度以降も継続して実施することとする。 
その他の取組については、平成 30 年度推進計画に基づき、着実に実施され

たと評価できる。 
引き続き、コンプライアンス推進計画に基づく取組を着実に実施するとと

もに、平成 30 年度に実施したアンケート結果を踏まえ、職員のコンプライア

ンスの意識の向上や風通しの良い組織づくりに向けて、取組の継続と充実を

図るほか、新たな課題にも対応しつつ、今後とも職員一人一人がコンプライア

ンスに関して真摯に取り組むことができる環境を整備していくことが大切で

ある。 


